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内容

参加申込（計画申請用アカウント登録）
ログイン、申請フォームでの計画申請方法の追加
軽微な修正（アカウント登録画面の画像を更新）
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参加申込（計画申請用アカウント登録）方法
申請用のアカウントを登録するために特設ウェブサイト
から「参加申込」を行っていただきます。

事務局にて登録内容を確認後、電子申請システムをご利
用いただくためのアカウントを発行いたします。



参加申込（計画申請用アカウント登録）
特設ウェブサイトの「参加申込」ボタンをクリックして「計画申請用アカウント登録」ページを表示します。

必須項目を入力して確認ページへ進み送信していただくと、受付メールが自動送信されます。

※メールが届かない場合、以下をご確認ください。

入力したメールアドレスの間違い

迷惑メールボックスにメールが入っている


@kanko-dx-hojo.go.jpからのメールが受信できる
ように迷惑メールの設定変更をお願いします

「参加申込」ボタンをクリック

「計画申請用アカウント登録」ページに進み

必須項目の欄に入力する

項目の入力が完了したら

「入力内容を確認する」ボタンをクリック

入力内容を確認する

修正があれば「戻る」ボタン

問題なければ「登録する」ボタンをクリック
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計画申請用アカウント発行・パスワード登録
事務局にて登録内容を確認後、1営業日程度お時間を頂戴して申請アカウントを発行し、登録メールアドレス宛に「計
画申請用アカウント発行・パスワード登録のご連絡」メールを送信します。メールに記載の「パスワード登録：URL」を
クリックして「パスワード登録・再登録」ページを表示し、パスワードを登録してください。登録完了画面から電子申請
システムのマイページログイン画面に移動できます。　※アカウント登録の承認は4/24(金)より順次行います。

To sample@  To sample@  

サンプル観光 様サンプル観光 様

system2026.kanko-dx-hojo.go.jp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

URLをクリックしパスワード登録へ進むsample@mail.comXX00XX
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ログイン方法
計画申請用アカウント登録で発行されたアカウントIDと
パスワードにて、電子申請システムのマイページにログ
インが可能です。

特設ウェブサイトの「マイページ」ボタンよりお進みいた
だけます。



マイページのログイン画面
特設ウェブサイトの「マイページ」ボタンより、電子申請システムのマイページのログイン画面へお進みください。
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ログイン・アカウント認証
計画申請用アカウント登録時にメールで受け取ったアカウントIDと、ご自身で設定されたパスワードを入力してログ
インボタンを押してください。2段階認証をメールで受け取るを選択すると登録されたメールアドレスにアカウント
認証コードが届きますので、次の画面で認証コードを入力するとマイページにログインすることができます。

認証コードの

入力画面に遷移します

設定いただいたメールアドレスに

認証コードのお知らせが届きます

To sample@  

事務局_サンプル観光 様

認証コードの有効期限は10分です

10分以上経過した場合は

確認コードを再送し二段階認証を行ってください
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計画申請方法

申請書類の様式をダウンロードして書類を作成いただき
ます。

その後、電子申請システムのマイページにログインして、
申請入力フォームへの情報登録と必要書類の添付を行い
申請いただきます。



必要書類をダウンロードして記入
特設ウェブサイトの申請様式ページまたは、電子申請システムの申請フォーム画面、様式ダウンロード画面でダウン
ロードすることができます。各ファイルに必要事項を記入して書類を作成してください。

電子申請システム：申請フォーム

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

特設ウェブサイトの申請様式ページ

電子申請システム：様式ダウンロード
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計画申請入力フォームの類型を選択
マイページのホームにある「計画申請」または申請情報画面右上の「+新規申請」ボタンを押下すると申請区分選択画
面が表示されます。ご希望の類型をクリックし、計画申請フォームにお進みください。

申請数の上限：区分1は1件まで／区分2は3件まで／区分3は1件まで

区分1と2はどちらかのみの申請の受付となります。なお、区分1（または区分2）と区分3と併願することはできます。

電子申請システ
ムご利用マニ⋯

ご希望の事業区分の「計画申請フォーム」ボタンをクリック
電子申請システ
ムご利用マニ⋯
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計画申請入力フォームから申請を行う
選択いただいた類型の計画申請情報の入力、書類の添付を行ってください。

区分1・2は、「計画申請主体」に関するフォーム、「補助事業を実施する事業者（補助対象事業者）または宿泊施設」に関するフォームの2ページがありま
す。 区分3は、「計画申請主体及び補助対象事業者」に関するフォーム、「専門人材の活用領域・事業内容」のフォームの2ページがあります。

フォームの各項目については作成いただいた様式の記載内容と整合するようにご入力ください。

※観光地の販路拡大・マーケティング強化 計画申請フォームの場合
計画申請フォーム(1/3)
計画申請にあたっての同意事項を確認のうえ
チェックを入れ同意するボタンを押下すると、
申請フォームが表示されます。

計画申請フォーム(2/3)
計画を申請する事業者の基本情報を入力し、必
要書類をアップロードする。

計画申請フォーム(3/3)
補助事業を実施する事業者の基本情報を入力
し、必要書類をアップロードする。

事業者は複数追加することができます。

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

補助事業の目的と導入するツールの詳細を入
力する。ツールは複数追加することができます。

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

12



補助対象事業者と導入するツールの追加
各計画申請入力フォームの下部より、(1)観光地の販路拡大・マーケティング強化は、補助対象事業者と導入ツールの

追加が可能、(2)観光産業の収益・生産性向上は、導入ツールの追加が可能です。

電子申請システ

ムご利用マニ⋯

電子申請システ

ムご利用マニ⋯
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計画申請入力フォームの一時保存
計画申請入力フォームの内容は自動的に一時保存されます。申請情報画面に下書きとして表示されますので、編集を
再開をクリックで続きから入力ができます。

入力再開後は、大変お手数をお掛けしますが、入力項目や添付資料が正しいかご確認のうえ申請を進めていただくよ
うお願いします。

入力内容の確認画面まで到達すると各項目の編集ボタンから再開したい箇所の編集が可能です。（P.15-16ご参照）

自動保存された計画申請内容は

ダッシュボードの「編集を再開」から引き続き入力が可能
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入力内容の確認・編集
すべての入力が完了しましたら、入力内容の確認画面にお進みください。入力した情報や添付した書類に間違いがな
いかご確認いただき、計画申請時誓約事項を確認して「同意する」にチェックを入れてから、送信ボタンをクリックし
てください。

該当する申請内容を

編集することが可能

「計画申請時誓約事項に同意する」にチェックし

提出するボタンをクリック

※送信をすると、内容が変更できなくなります。

すべての申請内容に間違いがないかご確認の上、

送信をお願いします。
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追加した補助対象事業者の編集・削除
補助対象事業者を追加された場合、確認画面から編集ボタンで編集画面に戻ることができます。

また、編集する補助対象事業者は、フォーム上部のタブで選択できます。

「補助事業対象者」を削除したい場合は、フォーム右上の「この事業者を削除」で削除することが可能です。削除すると
付随した「補助事業」も削除されますのでご注意ください。

補助事業を実施する事業者の「編集」クリックし

削除したい事業者のタブを選択し「この事業者を削除」で削除可能
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計画申請完了
計画申請を送信すると、登録メールアドレス宛に事務局より計画申請受付メールが届きますのでご確認ください。

ダッシュボードに申請した計画申請の概要が表示されます。

申請内容の確認及び審査を順次進めさせていただきます。なお、申請内容に関して追加の確認や不備のご連絡を事務
局から差し上げる場合がございます。

申請済(審査中)の計画申請の概要が確認可能

１つの計画を複数回申請してしまった場合には、
事務局にご連絡ください。
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